
自主点検表の改定について

監査指導課

令和６年度障害福祉サービス事業者集団指導



障害福祉サービス事業者自主点検表とは・・・

障害福祉サービス事業者が、自らの事業所について指

定・運営基準及び介護給付費等の算定要件を満たして

いるかを自主的に点検するためのもの。

基準及びこれまでに厚生労働省から示された解釈通知

・Ｑ＆Ａ等の主な内容を盛り込んだうえ、各項目のチェッ

クポイントを示し、事業者自身が、自らのサービスの提

供体制及び運営状況、サービス費用の算定方法等につ

いての点検・評価を行うことができるもの



★令和6年度改定(居宅介護等)



今回、居宅介護等につ

いて、内容の更新に併

せて様式を大幅に改定

しました。

その他のサービスにつ

いては、内容を最新版に

順次更新しています。







根拠

⇒当該項目の根拠となるもの

文書

⇒当該項目を確認するための文書

の一例







◯令和6年度版については、更新が完了したサービス

から順次ホームページに掲載しております。

◯国からのQ＆A等の発出等により、後日必要な改訂を

行う場合があります。

おわりに

自主点検表については、少なくとも年に1回以上、
定期的に点検を実施してください。
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